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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政

令（令和７年政令第４１６号）による改正後の化学物質の審査及び製造等の

規制に関する法律施行令（昭和４９年政令第２０２号）第１条第１項第３７

号に規定する化学物質に関する化学物質審議会への諮問について 
 

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和７年

政令第４１６号）附則第２項の規定に基づき、次について諮問する。 

 
 ペルフルオロ（ヘキサン－１－スルホン酸）関連物質（（トリデカフルオロアルキル）

スルホニル基（炭素数が６のものに限る。）又は［（トリデカフルオロアルキル）スルフ

ィニル］オキシ基（炭素数が６のものに限る。）を有する化合物であつて、自然的作用に

よる化学的変化によりペルフルオロ（ヘキサン－１－スルホン酸）又はペルフルオロ（ア

ルカンスルホン酸）（構造が分枝であつて、炭素数が６のものに限る。）を生成するもの

として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質をいう。）について 


